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設 置 事 業 者 決 定 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル 

 

 

１ 募集要領の配布期間 

令和６年４月１０日（水）から 

 

共生社会推進課窓口：志木市役所１階６番窓口（志木市中宗岡１丁目１番１号） 

総合福祉センター窓口：志木市総合福祉センター内（志木市上宗岡１丁目５番１号） 

 ※志木市ホームページ（ http://www.city.shiki.lg.jp/）からもダウンロードできます。 

 

２ 質問書の受付期間 

令和６年４月１７日（水）から４月１９日（金）午後５時まで 

 電子メール・ファクシミリで提出してください。 

 

３ 入札参加申込書の受付期間 

令和６年４月２２日（月）午前９時から４月２３日（火）午後５時まで 

参加を希望する方は、入札参加申込書（第１号様式）等の必要書類（Ｐ.３～参照）

を提出してください。 

提出書類は、必ず持参してください。郵送・ファクシミリ・電子メールによる提出

はできません。 

【提出先】共生社会推進課共生社会推進グループ 

 

４ 入札の実施 

  入札は、書類審査（第３号入札書）により行います。 

１ 入札日時 令和６年４月２５日（木）午前１０時から 

２ 入札会場 市役所１階 相談室１－３ 

 ※上記場所にて、担当課の職員が、提出された入札書を開封し決定します。通常の

入札のように一同に集まることはしません。 

 

５ 契約 

入札の結果は、郵送で行い、落札者については、所定の期日までに志木市と締結

していただきます。設置者は、契約書と併せて「自動販売機の管理関係等に関する

届出書」（第７号様式）を提出してください。 

 

６ 自動販売機の設置 

令和６年５月１日（水）から設置可能です。 

 ※設置期限は、上記から２ヵ月以内です。 

 

http://www.city.shiki.lg.jp/
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 志木市総合福祉センターでは、１階ロビーに自動販売機を設置する事業者を募集し、一般

競争入札（郵送入札）により決定します。入札への参加を希望される方は、本募集要領のほ

か仕様書等を熟知の上、入札に参加してください。 

 

１ 施設概要 

(1) 貸付場所及び面積、売上本数 

物件 

番号 
施設名称 所 在 地 貸付箇所 位置図 貸付面積 

１ 
志木市 

総合福祉センター 

埼玉県志木市上宗岡 

１丁目５番１号 
１階ロビー一部 

物件位置図（７頁） 

のとおり 

７ 頁 の と

おり 

※貸付面積には、放熱余地、子メーター設置部分、空き容器回収ボックス設置部分を含む。 

 

※参考：販売実績 

 ４，４５４本（２０２３年２月から２０２４年１月） 

 

(2) 施設概要 

開 所 時 間   午前８時３０分から午後１０時００分 

開  所  日   次の閉所日を除く毎日 

※年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

年 間 利 用 者 数   ２０，５５７人（令和５年度・ホール利用者数） 

 

２ 応募資格要件 

次の要件を満たす法人又は個人に限り応募することができます。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項の各

号の規定に該当する者でないこと。 

(2) 法令等の規定により販売について許認可等を必要とする場合には、その許認可等を受

けていること。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号から第６号に規定する暴力団及び暴力団員でないこと。また、暴力団関係業者を利

用していないこと。役員･使用人等が暴力団関係者でないこと。 

(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

(5) 法人にあっては、埼玉県内に本店・支店又は営業所を有し、個人にあっては、志木市

内で事業を営んでいること。 

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続きの申立をしていない者

であること。 

(7) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生の申立をしていない者である

こと。 

 
志木市総合福祉センター自動販売機設置事業者公募入札募集要領 
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(8) 公租公課を滞納してないこと。 

 

 

３ 貸付条件等 

(1) 貸付方法 

地方自治法第２３８条の４第２項第４号の規定に基づく貸付（賃貸借契約） 

(2) 貸付期間 

令和６年５月１日から令和９年３月３１日まで（２年１１月） 

 (3) 自動販売機の設置事業者は、物件番号ごとに選定する。 

(4) 機器仕様及び貸付条件等 

別紙、物件位置図及び仕様書のとおり。 

 (5) 環境対策 

設置者は、環境負荷軽減のため、設置する自動販売機をノンフロン型とし、消費電力

の削減のため、省エネルギー機能を搭載した機器を設置するものとする。 

(6) ユニバーサルデザイン 

設置者は、老若男女、障がいの有無にかかわらず、誰にでも使いやすいよう工夫され

た機器を設置するものとする。 

 

４ 自動販売機の設置・管理・運営について 

設置者は、自動販売機の設置・管理・運営に当たって、以下に記載する事項を遵守する

ものとする。 

(1) 安全対策 

設置者は、自動販売機の設置における安全を確保するため、以下の安全対策を講じる

ものとする。 

①転倒防止のため、「自動販売機の据付基準」（JIS規格 JIS B8562）及び「自動販売

機の屋内据付基準」（日本自動販売機工業会）を遵守した措置を講じること。ただ

し、施設の建築物躯体に影響を及ぼす可能性のあるアンカー等による固定は、原則

として認めない。 

②販売物品の安全性確保のため、「食品添加物等の規格基準」（食品衛生法）、「自動販

売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」（業界自主基準）等を遵守し、販売商品

の衛生管理に万全を尽くすこと。 

③防犯対策のため、偽造通貨（紙幣）の使用による犯罪の防止策が行われている自動

販売機を設置すること。また、当該自動販売機は、屋内装置であるが、「自動販売

機堅牢化基準」（日本自動販売機工業会）を遵守し、犯罪防止に努めること。 

(2) 販売品 

販売品は、飲料水等とし、煙草・アルコール類の販売は認めない。 

 (3) 商品補充・変更・消費期限の確認 

設置者は、設置する自動販売機へ商品を補充及び変更、消費期限の確認を行うこと。

また、設置者は、販売物品を起因とする事故等の発生に対して、自らの責任において誠

実に事故の収束に努めること。 

(4) 売上金の回収及び釣銭の補充 
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設置者は、設置する自動販売機の売上金の回収及び釣銭の補充を行うこと。 

(5) 故障時の対応 

設置者は、日頃から保守業務を随時行い、設置した自動販売機に故障が発生した場合、

速やかに保守員を派遣し対応するなど、当該自動販売機の機能維持に努めるものとする。

なお、設置者は、設置する自動販売機に故障時等の連絡先を明記し、利用者の問い合わ

せ等に誠実に対応すること。 

(6) 使用済み容器の回収 

設置者は、使用済み容器の回収について以下の点に留意し、自動販売機設置場所周辺

の美化に努めるものとする。 

①原則として自動販売機設置１台につき最低１基の割合で、使用済み容器回収ボック

スを設置すること。なお、設置に係る費用は、設置者の負担とする。 

②回収ボックスの素材は、樹脂製または金属製とし、容器の回収頻度や回収量を考慮

し、使用済み容器が溢れ、周囲に散乱することがないよう、十分な収容容積を確保

すること。 

③使用済み容器の回収は、設置者の責任において適切な頻度で行い、臭気等で不衛生

な状態とならないよう細心の注意を払うこと。また、１か月に１度は、清掃をし、

汚れ等を除去すること。なお、回収は、原則的に開庁日のみとし、やむを得ず閉庁

日における作業を行うときは、事前に庁舎管理責任者の承認を得るものとする。 

④使用済み容器の処理は、容器包装リサイクル法（平成７年法律第１１２号）などの

関係法令に基づき、適切に行うこと。 

(7) 費用負担 

設置者は、以下の費用を別途負担するものとする。 

①電気代 

自動販売機の設置・管理・運営にかかる電気代は、設置場所貸付料（以下「貸付料」

という。）とは別に、設置者が市に対し支払うものとする。なお、電気使用量の算

出に当たっては、設置者の負担において子メーター（計量法に基づく検定または基

準適合検査に合格したもので、有効期限内のもの）を設置し、毎月末に検針を実施

し、６月末、９月末、１２月末及び３月末に３か月分を集計するものとする。なお、

料金については、東京電力エナジーパートナー（株）の従量電灯Ｂの料金算定を基

礎に算出するものとする。 

②自動販売機の設置にかかる費用 

自動販売機の設置に際し、電気工事等を必要とする場合、その費用は、設置者が負

担するものとする。なお、工事を実施する際は、共生社会推進課責任者の指示に従

って行うこと。 

(8) 原状回復 

設置者は、貸付期間が満了または契約が取り消された場合は、速やかに原状回復し、

庁舎管理責任者の確認を受けること。なお、原状回復に要する費用は、設置者の負担と

し、設置者は一切の補償を市に対し求めることができないものとする。 

 

５ 使用上の制限 

設置者は、貸付決定から賃貸期間満了までの間、以下の事項について遵守するものとす
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る。 

(1) 賃貸借契約の条件を遵守し、貸付料を確実に納付すること。 

(2) 貸付物件への建物の建築や工作物の設置を行わないこと。 

(3) 貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類似する行為を行わないこと。 

(4) 本件賃貸借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定しないこと。 

 

６ 賃貸借料 

年額の賃貸料は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）とする。 

 

７ 入札参加申請 

入札への参加を希望する方は、入札参加申込書を提出し、入札参加資格を有することを

証明してください。また、現地での説明会等は開催しませんので、参加にあたっては本募

集要領のほか仕様書等を熟知し、現地の状況等も確認してください。 

(1) 受付期間  令和６年４月２２日（月）から４月２３日（火）まで 

(2) 受付時間  午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までの間は除く） 

(3) 受付場所  埼玉県志木市中宗岡１丁目１番１号 

志木市福祉部共生社会推進課共生社会推進グループ 

電話 048-456-5364 

(4) 受付方法  受付場所に直接書類を持参してください。 

※郵送・ファクシミリ・電子メールによる提出はできませんので注意して

ください。 

(5) 提出書類 

 提 出 書 類 法 人 個 人 

① 入札参加申込書（第１号様式） ○ ○ 

② 身分証明書（市町村発行のもの）  ○ 

③ 誓約書（第２号様式） ○ ○ 

④ 入札書（第３号様式） ○ ○ 

⑤ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） ○  

⑥ 確定申告（写し）  ○ 

⑦ 印鑑証明書 ○ ○ 

⑧ 埼玉県税・志木市税の納税証明書 ○ ○ 

⑨ 設置する自動販売機のカタログ ○ ○ 

※ ②、⑤、⑦、⑧については、発行３ヵ月以内の原本とする。 

  複数の物件に参加する場合は、提出書類は、事業者ごとに１部で構いません。  

提出書類は、返却しません。 
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○ 納税証明書について 

提出書類「⑦埼玉県税・志木市税の納税証明書」の詳細は、以下のとおりです。 

    【法人の場合】 

証明書の種類 法人事業税 法人県民税 法人市民税 

交付機関 
埼玉県 

県税事務所 

埼玉県 

県税事務所 

志木市 

収税課 

市内に本支店営業所あり ○ ○ ○ 

市外かつ県内に本支店・営業所あり ○ ○  

 

【個人の場合】 

証明書の種類 個人事業税 市民税 

交付機関 
埼玉県 

県税事務所 

志木市 

収納管理課 

市内に営業所あり ○ ○ 

市外かつ県内に営業所あり ○  

 ※法人市民税及び市町村民税の納税証明書は、総合窓口課並びに柳瀬川駅前出張  

所、志木市民サービスステーションでも交付しています。 

 

８ 質問書の提出及び回答について 

(1) 受付期間 

令和６年４月１７日（水）から４月１９日（金）午後５時まで 

(2) 提出方法 

質問書（第５号様式）により、電子メール･ファクシミリで提出してください。 

(3) 提出先 

志木市共生社会推進課共生社会推進グループ 

電 子 メ ー ル : kyousei@city.shiki.lg.jp 

フ ァ ク シ ミ リ : 048(471)7092 

(4) 質問者への回答 

電子メール･ファクシミリで個別に回答するとともに、ホームページに掲載します。 

 

９ 入札参加の辞退について 

入札参加申込書提出後、都合により入札参加を辞退される場合は、入札参加辞退届（第

６号様式）を提出してください。 

なお、辞退された場合も、既に提出された書類は、返却しませんので、ご了承願います。 

 

１０ 入札方法等 

  (1) 入札は、物件番号ごとに分けて実施します。 

 (2) 入札金額 
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    入札書（第３号様式）に記載する金額は、年額とし、契約希望金額の１１０分の  

１００に相当する金額を入札書に記載してください。 

   【注意】 契約金額は、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否

かを問わず、入札書に記載された金額の１００分の１０に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）となります。 

(3) その他 

ア 提出した入札書は、その理由の如何を問わず、書き換え・引き換え・撤回するこ

とはできません。 

イ 入札を公平に執行できないなど、特別な事情があると認めるときは、入札の執行

を延期し、又は取りやめることがあります。 

 

１１ 無効な入札等 

次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

ア 入札に参加する資格のない者がした入札 

イ 同一の入札において同一人がした２つ以上の入札（代理人の場合を含む。） 

ウ 委任状を提出しない代理人がした入札 

エ 不正行為による入札 

オ 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確な入札 

カ 記名押印を欠く入札及び金額を訂正した入札 

キ 入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札 

ク 申請書（添付書類を含む。）に虚偽の記載をした者の入札 

 

１２ 入札の日時及び場所 

(1) 日時 令和６年４月２５日（木） 午前１０時から 

(2) 場所 志木市役所 1階 相談室１－３ 

※書類審査（第３号入札書）により、上記場所にて、担当課の職員が、提出さ 

れた入札書を開封し決定します。通常の入札のように一同に集まることはし 

ません。 

 

１３ 落札者の決定 

(1) 市が定める最低価格以上で最高の価格をもって、有効な入札をした者を落札者としま

す。 

(2) 落札者となるべき者が２者以上あるときは、担当課の職員によるくじにより落札者を

決定します。 

 

１４ 契約の締結 

落札者決定後、落札者決定通知を送付してから１０日以内に賃貸借契約を締結します。 

また、落札者は、契約書と併せて自動販売機の管理関係等に関する届出書（第７号様

式）を提出してください。 

さらに、設置する自動販売機が、紙コップ式である場合は、落札者が、食品衛生法に
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基づく喫茶店営業許可を得ていることを示す書類（許可証の写し等）を提出してくださ

い。 

 

 

１５ 落札者の決定取り消し等 

(1) 落札者が下記のいずれかに該当する場合は、落札者としての資格を取り消すものとし

ます。 

ア 上記１４で示す期日までに契約書が提出されなかったとき。 

イ 落札後に申請書等への虚偽の記載があったことが判明したとき。 

ウ 落札者が、著しく社会的信用を損なう行為等により、設置事業者としてふさわし

くないと本市が判断したとき。 

(2) 上記のいずれかにより、落札者としての決定を取り消したとき及び落札者が契約を締

結しないときは、当該落札者の次に高額の賃貸借料を示した者と随意契約交渉を行うも

のとします。 

 

１６ 問い合わせ先 

〒353-8501 

埼玉県志木市中宗岡１丁目１番１号 

志木市福祉部共生社会推進課共生社会推進グループ 

電話：048-456-5364 

ファクシミリ：048-471-7092 

e-mail：kyousei@city.shiki.lg.jp 
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物 件 位 置 図 

 

 

 

今回募集する物件の位置図は、以下のとおりで、所在は、１階となります。 

現況等については、事前に必ずご自身で確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、設置できる自動販売機の標準的な寸法及び面積等については、下表のとおりとな

ります。 

物 件 

番 号 

自 動 販 売 機 設 置 面 積 

（㎡） 

回収ボックス設置面積 

（㎡） 

使 用 可 能 面 積 

（㎡） 

販売飲料水タイ

プの条件 

 

 1.00 0.40 1.40 缶・ペットボトル 

 

 

 

 

 

３ 

３ ３ 
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志木市総合福祉センター自動販売機設置に係る仕様書 

 

 

志木市総合福祉センターに自動販売機の設置を希望する方（以下、「設置者」という。）は、

以下に留意し、入札に参加するものとする。 

 

１ 自動販売機の仕様 

設置者は、以下の項目を満たす自動販売機を設置するものとする。 

(1) 設置面積等 

物件 

番号 

自動販売機設置面積 

（㎡） 

回収ボックス設置面積 

（㎡） 

使用可能面積 

（㎡） 
販売飲料水タイプの条件 

３ 1.00 0.40 1.40 缶・ペットボトル 

(2) 環境対策 

設置者は、環境負荷軽減のため、設置する自動販売機をノンフロン型とし、消費電力

の削減のため、省エネルギー機能を搭載した機器を設置するものとする。 

(3) ユニバーサルデザイン 

設置者は、老若男女、障がいの有無にかかわらず、誰にでも使いやすいよう工夫され

た機器を設置するものとする。またホール内の壁の色と同色のホワイト主体の機器を設

置する。 

 

２ 自動販売機の設置・管理・運営について 

設置者は、自動販売機の設置・管理・運営にあたって、以下に記載する事項を遵守する

ものとする。 

(1) 安全対策 

設置者は、自動販売機の設置における安全を確保するため、以下の安全対策を講じる

ものとする。 

①転倒防止のため、「自動販売機の据付基準」（JIS規格 JIS B8562）及び「自動販売

機の屋内据付基準」（日本自動販売機工業会）を遵守した措置を講じること。ただ

し、センターの建築物躯体に影響を及ぼす可能性のあるアンカー等による固定は、

原則として認めない。 

②販売物品の安全性確保のため、「食品添加物等の規格基準」（食品衛生法）、「自動販

売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」（業界自主基準）等を遵守し、販売商品

の衛生管理に万全を尽くすこと。 

③防犯対策のため、偽造通貨（紙幣）の使用による犯罪の防止策が行われている自動

販売機を設置すること。また、当該自動販売機は、屋内装置であるが、「自動販売

機堅牢化基準」（日本自動販売機工業会）を遵守し、犯罪防止に努めること。 

(2) 販売品 

①販売品は、飲料水等とし、煙草・アルコール類の販売は認めない。 

②販売価格は、希望小売価格より１０％以上割り引いた価格とすること。 

 

(3) 商品補充・変更・消費期限の確認 
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設置者は、設置する自動販売機へ商品を補充及び変更、消費期限の確認を行うこと。

また、設置者は、販売物品を起因とする事故等の発生に対して、自らの責任において誠

実に事故の収束に努めること。 

(4) 売上金の回収及び釣銭の補充 

設置者は、設置する自動販売機の売上金の回収及び釣銭の補充を行うこと。 

(5) 故障時の対応 

設置者は、日頃から保守業務を随時行い、設置した自動販売機に故障が発生した場合、

速やかに保守員を派遣し対応するなど、当該自動販売機の機能維持に努めるものとする。

なお、設置者は、設置する自動販売機に故障時等の連絡先を明記し、利用者の問い合わ

せ等に誠実に対応すること。 

(6) 使用済み容器の回収 

設置者は、使用済み容器の回収について以下の点に留意し、自動販売機設置場所周辺

の美化に努めるものとする。 

①原則として最低１基の使用済み容器回収ボックスを設置すること。なお、設置に係

る費用は、設置者の負担とする。 

②回収ボックスの素材は、樹脂製または金属製とし、容器の回収頻度や回収量を考慮

し、使用済み容器が溢れ、周囲に散乱することがないよう、十分な収容容積を確保

すること。 

③使用済み容器の回収は、設置者の責任において適切な頻度で行い、臭気等で不衛生

な状態とならないよう細心の注意を払うこと。また、１ヵ月に１度は、清掃をし、

汚れ等を除去すること。なお、回収は、原則的に開所日のみとし、やむを得ず閉所

日における作業を行うときは、事前にセンター管理責任者の承認を得るものとする。 

④使用済み容器の処理は、容器包装リサイクル法（平成７年法律第１１２号）などの

関係法令に基づき、適切に行うこと。 

(7) 費用負担 

設置者は、以下の費用を別途負担するものとする。 

①電気代 

自動販売機の設置・管理・運営にかかる電気代は、設置場所貸付料（以下「貸付

料」という。）とは別に、設置者が市に対し支払うものとする。なお、電気使用量

の算出に当たっては、設置者の負担において子メーター（計量法に基づく検定また

は基準適合検査に合格したもので、有効期限内のもの）を設置し、毎月末に検針を

実施し、６月末、９月末、１２月末及び３月末に３月分を集計するものとする。な

お、料金については、東京電力（株）の従量電灯Ｂの料金算定を基礎に算出するも

のとする。 

②自動販売機の設置にかかる費用 

自動販売機の設置に際し、電気工事等を必要とする場合、その費用は、設置者が

負担するものとする。なお、工事を実施する際は、センター管理責任者の指示に従

って行うこと。 

(8) 原状回復 

設置者は、貸付期間が満了または契約が取り消された場合は、速やかに原状回復し、

センター管理責任者の確認を受けること。なお、原状回復に要する費用は、設置者の負
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担とし、設置者は一切の補償を市に対し求めることができないものとする。 

 

３ 使用上の制限 

設置者は、貸付決定から賃貸期間満了までの間、以下の事項について遵守するものとす

る。 

(1) 賃貸借契約の条件を遵守し、貸付料を確実に納付すること。 

(2) 貸付物件への建物の建築や工作物の設置を行わないこと。 

(3) 貸付物件を第三者に転貸し、またはそれに類似する行為を行わないこと。 

(4) 本件賃貸借権を第三者に譲渡し、または他の権利を設定しないこと。 

 

４ 賃貸借料 

年額の賃貸料は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）とする。 
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第１号様式 

区 分 受付番号 

法・個  

 

自動販売機設置事業者公募入札参加申込書 

 

令 和   年   月   日 

 

志木市長 香 川 武 文  様 

 

申込者 〒 

 住 所 

（所在地） 

 

 法人名 

（個人名） 

 

□印  
 代表者名  

 

志木市総合福祉センター自動販売機設置事業者公募入札について、募集要領を承知の上、

以下のとおり参加したいので、必要書類を添えて申し込みます。 

１ 参加を希望する物件 

物件番号 財産名称 物件所在地 

３ 志木市総合福祉センター 埼玉県志木市上宗岡１丁目５番１号 

 

２ 添付書類（提出する書類に○を記入してください。） 

提出 書  類  名 法 人 個 人 

 ①誓約書（第２号様式） ○ ○ 

 ②身分証明書（市町村発行）  ○ 

 ③商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） ○  

 ④確定申告書（写し）  ○ 

 ⑤印鑑証明書 ○ ○ 

 ⑥埼玉県税･志木市税の納税証明書 ○ ○ 

 ⑦設置する自動販売機のカタログ ○ ○ 
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第２号様式 

 

誓 約 書 

 

令 和   年   月   日 

 

志木市長 香 川 武 文  様 

 

 

申込者 

 住 所 

（所在地） 

 

 法人名 

（個人名） 

 

□印  
 代表者名  

 

 

志木市総合福祉センター自動販売機設置事業者公募入札への参加申込みにあたり、以下

の事項について相違ないことを確約し、貴市における入札、契約等に係る諸規定を厳守し、

公正な入札をいたします。 

これらが事実と相違することが判明した場合には、当該事実に対し貴市が行う一切の措

置について異議の申し立ては行いません。 

 

記 

 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項の各

号に掲げられた者ではありません。 

２ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団及び第６号に規定する暴力団員ではありません。また、暴力関係

業者を利用しておりません。役員・使用人等は、暴力関係業者ではありません。 

３ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員ではありません。 

４ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続きの申立て及び民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生の申立てはしておりません。 

５ 応募にあたっては、募集要領及び仕様書の記載事項を承知したうえで参加します。 

 

 

注）裏面別表も必ず記載してください。 
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別表 

 

国又は地方公共団体（地方職員共済組合等を含む。）と 

種類及び規模をほぼ同じくする契約等の実績一覧 

 

設置施設名 所 在 地 設置台数 設 置 期 間 

     年  月  日 

～ 

  年  月  日 

     年  月  日 

～ 

  年  月  日 

     年  月  日 

～ 

  年  月  日 

     年  月  日 

～ 

  年  月  日 

     年  月  日 

～ 

  年  月  日 
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第３号様式 

 

物件番号  

 

入 札 書 

 

賃 貸 借 料（年額） 

千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

 

 

志木市総合福祉センター自動販売機設置事業者公募入札について、募集要領及び仕様書

等の募集関係書類の内容を承知し、入札します。 

 

令和  年  月  日 

 

住 所 

（所在地） 

   

法 人 名 

（個人名） 

  

□印 

上記代理人 

氏 名 

  

□印 

 

志木市長 香 川 武 文  様 

 

 

（注意） 

１ 金額は、消費税及び地方消費税を除き、算用数字を用いて右詰で記入し、最初の数

字の前に「￥」を記入してください。 

２ 代理人による入札の場合の「印」は、代理人の印のみで結構です。 

  



 

~ 17 ~ 
 

第４号様式 

 

物件番号  

 

委 任 状 

 

 

私は、           を代理人と定め、志木市総合福祉センター自動販売機

設置事業者公募入札に関する一切の権限を委任します。 

 

 受任者（代理人）使用印  

   

 

令和  年  月  日 

 

委任者 

 

住 所 

（所在地） 

   

法 人 名 

（個人名） 

  

□印 

上記代理人 

氏 名 

  

□印 

 

志木市長 香 川 武 文  様 
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第５号様式 

 

質 問 書 

 

令和  年  月  日 

 

 

志木市長 香 川 武 文  様 

 

 

申込者    

住 所（所在地）    

法人名（個人名）   
□印  

代表者名   

    

担当者名氏名    

電話番号    

ＦＡＸ番号    

 

 

志木市総合福祉センター自動販売機設置事業者公募入札に参加するにあたり、下記のと

おり質問します。 

 

質問番号 質 問 内 容 

１  

２  

３  

 

（注意） 

１ 質疑のない場合は、提出する必要はありません。 

２ 本紙で不足する場合は、別紙を添付してください。 
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第６号様式 

 

入 札 参 加 辞 退 届 

 

令和  年  月  日 

 

 

志木市長 香 川 武 文  様 

 

 

申込者   

 住 所（所在地）   

 法人名（個人名）   

□印  
 代表者名   

 

 

私は、志木市総合福祉センター自動販売機設置事業者公募入札に参加申し込みしました

が、都合により辞退します。 

 

記 

 

物件番号      
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第７号様式 

 

自動販売機の管理関係等に関する届出書 

 

令和  年  月  日 

 

志木市長 香 川 武 文  様 

 

設置者   

 住 所（所在地）   

 法人名（個人名）   

□印  
 代表者名   

 

下記貸付物件に設置する自動販売機の個別業務等の実施者について、次のとおり届け出

します。 

 

記 

 

１ 貸付物件 

  

物件番号 財産名称 物 件 所 在 地 

 志木市総合福祉センター 埼玉県志木市上宗岡１丁目５番１号 

 

２ 個別業務の実施者 

 

区   分 実施者及び所属部署 連絡先（電話番号） 

自動販売機所有者   

設 置 管 理 責 任 者   

故 障 時 の 対 応 者   

商 品 の 補 充 者   

売上代金の回収者   

そ  の  他 

（ ） 

  

 

  



 

~ 21 ~ 
 

市有財産賃貸借契約書（案） 

 

貸主 志木市 と借主           とは、次の条項により市有財産について借地

借家法（平成３年法律第９０号。以下「法」という。）第３８条の規定に基づく定期建物賃

借権の設定を目的とした賃貸借契約を締結する。 

 

（信義誠実等の義務） 

第１条 貸主及び借主は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

２ 借主は、賃貸借物件が市有財産であることを常に考慮し、適正に使用するよう留意し

なければならない。 

（賃貸借物件） 

第２条 賃貸借物件は、以下のとおりとする。 

財産名称 所 在 地 貸付場所 貸付面積 台数 

志木市 

総合福祉センター 

埼玉県志木市 

上宗岡１丁目５番１号 
１階ロビーの一部 1.40㎡ 1台 

（指定用途等） 

第３条 借主は、賃貸借物件を自動販売機設置（以下「指定用途」という。）のために使用

しなければならない。 

２ 借主は、賃貸借物件を指定用途に使用するにあたっては、別紙仕様書に記載された事

項を遵守しなければならない。 

（賃貸借期間） 

第４条 賃貸借期間は、令和６年５月１日から令和９年３月３１日までとする。 

２ 自動販売機の設置及び撤去の日は、貸主及び借主にて協議の上、賃貸借期間内で貸主

が指定する日（以下「指定期日」という。）とする。 

（契約更新等） 

第５条 本契約は、法第３８条の規定に基づくものであることから、法第２６条、第２８

条及び第２９条第１項並びに民法（明治２９年法律第８９号）第６０４条の規定は適用

されないので、契約更新にかかる権利は一切発生せず、前条に定める契約期間満了時に

おいて本契約の更新（更新の請求及び建物使用の継続によるものを含む。）は行われず、

賃貸借期間の延長も行われないものとする。 

２ 貸主は、前条に規定する期間満了の１年前から６ヵ月前までの期間（以下「通知期間」

という。）に借主に対し、賃貸借期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通

知するものとする。 

３ 貸主は、通知期間内に前項の通知をしなかった場合においても、通知期間経過後、改

めて期間の満了により本契約が終了する旨の書面による通知を借主にした場合、当該通

知日から６ヵ月を経過した日をもって、本契約は終了する。 

（賃貸借料） 

第６条 賃貸借料は、年額      円（うち消費税及び地方消費税の額   円）と

する。 

２ １年未満の期間にかかる賃貸借料の額は、前項に定める賃貸借料年額に基づき、月割
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計算により算定した額とする。 

（賃貸借料の支払い） 

第７条 借主は、前条の賃貸借料を契約期間中の年度ごとに貸主が発行する納入通知書に

より、指定された納期限内に賃貸借料を納付しなければならない。 

（電気料金の支払い） 

第８条 借主は、本契約に基づき設置した自動販売機に、電気の使用量を量る子メーター

を設置するものとする。 

２ 貸主は、本件自動販売機が設置された施設全体の電気使用料の単価に基づき、子メー

ターの表示から本件自動販売機が使用した電気使用料を算出し、借主に対し納入通知書

を発行する。 

３ 借主は、前項の納入通知書により指定された納期限内に電気料金を納付しなければな

らない。 

（延滞金） 

第９条 借主は、第７条及び第８条に基づき、貸主が定める納入期限までに賃貸借料及び

電気料金（以下「賃貸借料等」という。）を納入しなかったときは、貸主に対し延滞金を

支払わなければならない。 

２ 前項の規定による延滞金は、遅延日数に応じて、納付すべき賃貸借料等相当額に対し、

年２．７パーセントの割合で算出した額とする。 

３ 前項の延滞金に１００円未満の端数があるとき、又は延滞金の総額が１００円未満で

あるときは、その端数金額又は延滞金は徴収しないものとする。 

４ 借主が賃貸借料等及び延滞金を納入すべき場合において、借主が納入した金額が賃貸

借料等及び延滞金の合計額に満たないときは、延滞金から充当する。 

（費用負担） 

第１０条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去、原状回復に要する経費は、借主の負担

とし、貸主に対し費用の補償を求めることはできない。 

（物件の引渡し） 

第１１条 貸主は、第４条に定める指定期日に賃貸借物件をその所在する場所において、

借主に対し引渡すものとする。 

（瑕疵担保等） 

第１２条 借主は、本契約の締結後、賃貸借物件に数量の不足又は隠れた瑕疵があること

を発見しても、貸主に対し、賃貸借料の減免若しくは損害賠償の請求をすることができ

ない。 

２ 借主は、賃貸借物件が、その責に帰することができない事由により滅失又は毀損した

場合、当該滅失又は毀損した部分につき、貸主の認める金額の賃貸借料の減免を請求す

ることができる。 

（維持管理義務） 

第１３条 借主は、賃貸借物件を常に善良な管理者の注意をもって維持管理しなければな

らない。 

２ 借主は、賃貸借物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を貸

主に対し通知しなければならない。 

（維持補修） 
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第１４条 貸主は、賃貸借物件の維持補修の責任を負わない。 

２ 賃貸借物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、すべて借主の負担と

する。 

（第三者に対する損害賠償義務） 

第１５条 借主は、賃貸借物件を指定用途に使用したことにより、第三者に対し損害を与

えたときは、貸主の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとす

る。 

２ 貸主が、借主に代わって前項の賠償の責を果たしたときは、貸主は、借主に対し当該賠

償費用について求償することができる。 

（権利譲渡等の禁止） 

第１６条 借主は、賃貸借物件を第三者に転貸し、又は本契約によって生じる権利等を譲

渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。 

（届出事項） 

第１７条 借主は、次の各号の一に該当するときは、書面により速やかに貸主に対し届け

出を行わなければならない。 

(1) 借主の本店所在地、商号又は代表者等の重要事項について変更があったとき。 

(2) 借主の地位について合併による包括承継その他の変動が生じたとき。 

（商品の盗難又は毀損） 

第１８条 貸主は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該

自動販売機内の売上金又は釣銭の盗難及び毀損または停電等による売り上げの減少等に

ついて、貸主の責に帰すことが明らかである場合を除き、その責を負わない。 

（実地調査等） 

第１９条 貸主は、賃貸借期間中、必要に応じ借主に対し賃貸借物件や売り上げ状況等に

ついて所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。この

場合、借主は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠って

はならない。 

（機種の変更） 

第２０条 借主は、賃貸借契約期間中に機種を変更するときは、貸主の承諾を受け、設置

された自動販売機を交換できる。 

（契約の解除） 

第２１条 貸主は、借主が本契約に定める義務に違反した場合には、本契約を解除するこ

とができる。 

２ 貸主において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため、賃貸借物件を必要とする

ときは、本契約を解除することができる。 

３ 貸主は、借主に次の各号のいずれかに該当する行為または事実があった場合、借主に対

し催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約を解除することができる。 

(1) 契約に先立ち借主から提出された入札に関する各種提出書類（参加申込書、誓約書

等）に虚偽の記載が確認されたとき。 

(2) 賃貸借料等その他債務の支払いを納期限から２か月以上怠ったとき。 

(3) 手形・小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。 

(4) 差押・仮差押・仮処分・競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立てを受けた
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とき。 

(5) 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立てをしたと

き。 

(6) 貸主の書面による承諾なく、借主が２か月以上賃貸借物件を使用しないとき。 

(7) 貸主の信用を著しく失墜させる行為を行ったとき。 

(8) 借主の信用が著しく失墜したと貸主が認めるとき。 

(9) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又

は事実上営業を停止したとき。 

(10) 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと

等により、貸主が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。 

(11) 賃貸借物件及び賃貸借物件が所在するセンター等の行政財産としての用途又は目

的を借主が妨げると認めたとき。 

(12) 前各号に準ずる事由により、貸主が契約を継続しがたいと認めたとき。 

（契約の失効） 

第２２条 天変地異により、賃貸借物件が使用できなくなり、又は本契約を継続すること

ができない事態になったときは、本契約は直ちに失効する。 

２ 前項により本契約が失効した場合、貸主借主相互に損害賠償の請求はしない。 

（賃貸借物件の返還） 

第２３条 前２条の規定による契約の解除・失効及び賃貸借期間が満了したときは、借主

は、直ちに賃貸借物件をその所在する場所において、貸主に返還しなければならない。 

（原状回復義務） 

第２４条 賃貸借期間が満了し、又はその他の理由により本契約が終了する場合には、借

主は自己の費用をもって賃貸借物件の上に存する工作物その他借主が本件公有財産に付

属させたものを撤去し、賃貸借物件を原状回復しなければならない。ただし、貸主が特

に必要がないと認める場合はこの限りではない。 

２ 借主は、原状回復後、直ちに貸主の検査を受け、貸主の承認を得なければならない。 

３ 本契約が終了したにもかかわらず、借主が賃貸借物件を返還しない場合は、本契約の翌

日から賃貸借物件の明け渡し完了までの間、借主は貸主に対して貸付料相当額の使用損

害金を支払うほか、貸主に損害がある場合は、使用損害金とは別に、その損害の全額を

賠償しなければならない。 

（損害賠償） 

第２５条 借主は、本契約に定める義務を履行しないために貸主に損害を与えたときは、

その損害に相当する金額を損害賠償として貸主に支払わなければならない。 

２ 貸主が、第２１条第２項の規定により本契約を解除した場合において、借主に損害が生

じたときは、借主は、貸主に対しその補償を請求できるものとする。 

（有益費等の請求権の放棄） 

第２６条 第２３条の規定により賃貸借物件を返還する場合において、借主が賃貸借物件

に投じた改良費等の有益費、修繕費その他費用があっても、借主はこれを貸主に請求し

ないものとする。 

２ 貸主の承認の有無にかかわらず、借主が賃貸借物件に対して施した造作については、

本契約の終了の場合において、借主は貸主に対しその買取りを請求することができない。 
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（契約の費用） 

第２７条 本契約の締結に要する費用は、借主の負担とする。 

（管轄裁判所） 

第２８条 本契約について訴訟等を行う場合は、志木市を管轄する地方裁判所又は簡易裁

判所とする。 

（疑義等の決定） 

第２９条 本契約に定めのない事項及び本契約に関する疑義が生じたときは、貸主借主双

方の協議により決定するものとする。 

 

本契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、貸主借主両者記名押印の上、各

自１通を保有するものとする。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

                   埼玉県志木市中宗岡１丁目１番１号 

              貸 主  志 木 市 

                   志木市長 香 川 武 文 

 

 

 

 

借 主 

 


